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火山防災対策の推進に係る取組について

内閣府（防災担当）

平成２７年１１月１６日
火山防災協議会等連絡・連携会議（第４回）



■趣旨
平成26年9月27日に発生した御嶽山の火山災害により、我が国の

火山防災対策に関する様々な課題が明らかになったところであり、今
回の火山災害から得た教訓を踏まえ、我が国の今後の火山防災対策
の一層の推進を図ることを目的に、中央防災会議にワーキンググル
ープを設置し、具体的な対応策の検討等を行う。

■ワーキンググループの開催と報告の公表
第1回：H26/12/1日、第2回：H27/1/19、第3回：H27/2/18、
第4回：H27/3/19開催。H27/3/26に「報告」公表。

■主な論点
（１） 火山防災対策を推進するためのしくみについて

（２） 火山監視・観測体制について
○火山監視・観測体制の強化
○水蒸気噴火の兆候をより早期に把握するための観測体制

（３） 火山防災情報の伝達について
○わかりやすい情報提供
○情報伝達手段の強化

（４） 火山噴火からの適切な避難方策等について
○退避壕・退避舎等の避難施設の整備のあり方
○登山者、旅行者を対象とした避難体制のあり方
○火山防災訓練の推進

（５） 火山防災教育や火山に関する知識の普及について
○火山防災に関する学校教育
○登山者、旅行者、住民等への啓発

（６） 火山研究体制の強化と火山研究者の育成について
○重点研究火山について
○火山防災のための火山研究者の知見の活用と育成について

主 査 藤井 敏嗣 東京大学名誉教授
副主査 山岡 耕春 名古屋大学大学院教授
委 員 青山 佳世 フリーアナウンサー

阿部 守一 長野県知事
池谷 浩 政策研究大学院大学特任教授
奥山 八州夫 電気通信事業者協会専務理事
神崎 忠男 日本山岳協会会長
河野 まゆ子 ＪＴＢ総合研究所主任研究員
田鍋 敏也 壮瞥町教育委員会教育長
日高 光浩 宮崎県高原町長
辻村 和人 日本放送協会災害・気象センター長
吉井 博明 東京経済大学名誉教授
内閣官房国土強靱化推進室参事官
警察庁警備局警備課長
消防庁国民保護･防災部防災課長
文部科学省研究開発局地震・防災研究課長
国土交通省水管理･国土保全局防災課長
国土交通省水管理･国土保全局砂防部砂防計画課長
気象庁地震火山部管理課長

オブザ 林野庁森林整備部治山課長
ーバー 林野庁国有林野部業務課長

環境省自然環境局国立公園課長
事務局 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（調査・企画担当）

中央防災会議

防災対策実行会議

火山防災対策推進ＷＧ

（H25.3.26中央防災会議決定）

■委員

（H26.10.20防災対策実行会議決定）

火山防災対策推進ワーキンググループ



１．火山防災対策を推進するためのしくみについて

２．火山監視・観測体制について

３．火山防災情報の伝達について

４．火山噴火からの適切な避難方策等について

５．火山防災教育や火山に関する知識の普及について

６．火山研究体制の強化と火山研究者の育成について

（１）火山監視・観測体制の強化
①観測施設整備機関どうしの相互の協力・補完および観測データの一層の共有化を推進し、
火山監視・観測体制を強化
②常時観測４７火山に八甲田山、十和田、弥陀ヶ原を追加して５０火山とし、監視・観測
体制を速やかに構築

（２）水蒸気噴火の兆候をより早期に把握するための観測体制
①火口付近の観測施設の緊急整備、および兆候をより早期に把握するための技術開発
②機動観測の実施体制の強化、速やかな現地調査の実施および観測機器設置のための調整
③日頃山を見ている人から情報収集するネットワーク強化のため、火山防災協議会におい
て「火山情報連絡員制度」を整備

（１）わかりやすい情報提供
①・噴火警戒レベルの引上げや引下げの基準の精査および公表による速やかな引上げ
・レベル引上げの基準に至らない場合、直ちに火山機動観測班による緊急観測を実施し、
できる限り速やかにレベルを引き上げるか否かについて判断

②・変化が観測された段階での活動変化状況及び緊急観測実施の公表（臨時の解説情報）
・臨時の解説情報に盛り込むべき内容や、情報伝達方法、地元関係機関の「火山防災対
応手順」等についてあらかじめ火山防災協議会において検討

③噴火警戒レベル１のキーワードを「平常」から「活火山であることに留意」に変更
④噴火発生の情報（噴火速報）の迅速な提供および伝達手段の検討
⑤火山を訪れる者が事前に火山の状況を容易に確認できるよう、火山登山者向け情報提供
のHPを充実させるとともに、活動に変化があった火山が一目で分かる一覧を掲載

（２）情報伝達手段の強化
①情報伝達手段の多様化（防災行政無線、サイレン、緊急速報メール、山小屋等を介した情報伝達 等）

②携帯端末を活用した情報伝達の充実のため、緊急速報メールの活用や電波通信状況の改
善、エリアマップの登山者等にわかりやすい公表
③旅行者に対する情報伝達について観光施設等を通じた情報伝達

（１）火山防災に関する学校教育
①次期学習指導要領の改訂に向けた全体の議論の中で、防災教育の在り方について検討
②火山地域の学校における実践的な防災教育への支援の充実（出前講座、パンフ作成 等）

（２）登山者、旅行者、住民等への啓発
①登山者は、情報の収集、必要な装備等の確保、登山届の提出等自身の安全に責任を持つ
②旅行者への啓発としてビジターセンター・ジオパーク等の活用、旅行業者、交通事業者
を通じた啓発を実施（旅行業者等に対する研修会開催、旅行者への説明パンフ作成 等）

③地域住民等、広く一般への啓発として、火山防災マップの配布や説明の機会等を通じた
火山防災の意識高揚。地域における自主防災組織や防災リーダ－の育成を実施
（火山防災エキスパート制度等の活用、火山砂防フォーラム等の講演会、勉強会の開催 等）

（１）重点研究火山について
現状の１６火山に、御嶽山、雌阿寒岳、十和田、蔵王山、吾妻山、那須岳、弥陀ヶ原、
焼岳、九重山を加え２５火山とし、重点的に観測・研究を実施

（２）火山防災のための火山研究者の知見の活用と育成について
①火山監視・評価体制の強化について、明確な火山活動評価を行うための火山研究者の知
見の活用、および気象庁職員の火山活動評価力を向上させるための技術研修の実施
②火山防災対策の強化について、「火山防災対策推進検討会議」での検討・調整を通して
火山専門家の火山防災協議会への積極参加を推進、また、協議会への各種支援策の検討、
協議会に参画する火山専門家の連絡・連携会議の設置を実施
③火山研究体制の強化について、プロジェクト研究を通じたポスドク人材等の確保・育成、
火山研究分野全体の活性化を進めるとともに、これらについて具体的な検討の場を設置

①国による火山防災対策の基本方針の策定
②火山防災協議会の設置と、協議会における避難計画等作成について位置づけを明確化

（１）退避壕・退避舎等の避難施設の整備のあり方
退避壕・退避舎の効果や設置に関する考え方、設計における留意点等について整理した
「退避壕・退避舎等整備ガイドライン」を作成

（２）登山者、旅行者を対象とした避難体制のあり方
①火山防災協議会で必要性を勘案し、適宜登山届制度を導入（導入の際はITを用いた仕組みの活用）
②山小屋や山岳ガイド等との連携により情報収集・伝達体制の整備、避難・救助対策の検討
防災訓練の実施を推進。状況に応じて山小屋への通信機器やヘルメットの配備支援を検討
③集客施設が参画する観光関係団体の協議会参画及び集客施設等による避難確保計画作成

（３）火山防災訓練の推進
火山防災協議会メンバーの連携による登山者等を想定した火山防災訓練の実施

あ
火山噴火予知連絡会（気象庁）

火山観測体制等に関する検討会
火山情報の提供に関する検討会

◎火山と共生していくためには、日頃から火山の恩恵を享受する一方で、噴火時等には迅速な避難などの防災行動が必要となり、
そのためには、火山や噴火災害についての理解を深めておくことが重要。

◎頻繁に噴火している火山は多くないため、噴火の経験がある行政職員や地域住民はごく限られる。
◎噴火に伴う現象の種類や噴火の規模は多様であることから、火山防災対策を推進するためには、火山ごとに詳細な調査・研究
に基づいた検討を行う必要があるが、火山研究者の人数は十分でなく、火山防災に資する研究は必ずしも進んでいない。

科学技術・学術審議会地震火山部会（文科省）

＊H27．３．26 とりまとめ

「御嶽山の噴火を踏まえた火山観測研究の
課題と対応について」 H26．11 とりまとめ

あ

中央防災会議
火山防災対策推進WG

「御嶽山噴火を踏まえた
今後の火山防災対策の推進」

とりまとめ

○御嶽山噴火（H26.9.27） 死者５８名、行方不明者５名（H27.8現在）
多くの登山者が被災した戦後最悪の火山災害 火山監視・観測体制、火山防災情報伝達、専門家育成等の課題が顕在化

③火山防災対策の立案と、それに資する監視観測・調査研究体制を強化するた
め、関係機関の連携強化や、より一体的な火山防災推進体制の整備
④ＷＧで提言した取組のフォローアップを継続して実施

内閣府に「火山防災対策推進検討会議」を設置して継続的に検討

（観光・宿泊施設や駅のターミナル等におけるプッシュ型の情報提供 等）

御嶽山噴火を踏まえた今後の火山防災対策の推進について（報告）
平成２７年３月２６日

中央防災会議防災対策実行会議
火山防災対策推進ＷＧ



御嶽山の噴火の教訓、火山防災対策の特殊性等を踏まえ、活動火山対策の強化を図るため、火山地域の関係者が一体となっ
た警戒避難体制の整備等所要の措置を講ずる。

１．改正の背景

２．法律の概要

○ 明瞭な前兆がなく突如噴火する場合もあり、住民、登山者等様々な者に対する迅速な情報提供・避難等が必要（御嶽山噴火の教訓）
○ 火山現象は多様で、かつ、火山ごとの個別性（地形や噴火履歴等）を考慮した対応が必要なため、火山ごとに、様々な主体が連携し、
専門的知見を取り入れた対策の検討が必要

○火山災害警戒地域における警戒避難体制の整備

火山災害警戒地域の指定 警戒避難体制の整備を特に推進すべき地域を国が指定（常時観測火山周辺地域を想定）

国による活動火山対策の推進に関する基本指針の策定

・ 都道府県・市町村は、火山防災協議会を設置（義務）

都道府県・市町村 地方整備局等
（砂防部局）

気象台

自衛隊火山専門家

※他、環境事務所、森林管理局、交通・通信事
業者等。集客施設や山小屋の管理者も可。

観光関係団体 等

火山防災協議会

必須構成員

必要に応じて追加

・・・関係者が一体となり、専門的知見も取り入れながら検討

協議事項

【都道府県】
１．火山現象の発生・推移に関する情
報の収集・伝達、予警報の発令・伝
達（都道府県内）
２．右の２．３を定める際の基準
３．避難・救助に関する広域調整

等

【市町村】
１．火山現象の発生・推移に関する情報の収集・伝達、予警報の発令・伝
達（市町村内）
２．立退きの準備等避難について市町村長が行う通報等（噴火警戒レベル）
３．避難場所・避難経路
４．集客施設・要配慮者利用施設の 名称・所在地
５．避難訓練・救助 等

【協議会の意見聴取を経て、地域防災計画に記載（義務）】

・ 噴火警戒レベルの設定、これに沿った避難体制の構築など、一連の警戒避難体
制について協議

噴火シナリオ
※噴火に伴う現象と及ぼす影響の推移
を時系列に整理したもの

火山ハザードマップ
※噴火に伴う現象が及ぼす範囲を地
図上に示したもの

噴火警戒レベル

※噴火活動の段階に応じ
た入山規制、避難等

避難計画

※避難場所、避難経路、
避難手段等を示したも
の

【市町村長の周知義務】
火山防災マップの配布等により、避難場所等、円滑な

警戒避難の確保に必要な事項を周知

警察 消防

【避難確保計画の作成義務】

集客施設（ロープウェイ駅、ホテル等）や要配慮者利
用施設の管理者

等による計画作成・訓練実施

○自治体や登山者等の努力義務 ・自治体による登山者等の情報把握の努力義務を新たに規定

・登山者等の努力義務（火山情報の収集、連絡手段の確保等）を新たに規定

○火山研究機関相互の連携の強化、火山専門家の育成・確保

活動火山対策特別措置法の改正 平成２７年７月８日公布
※未施行（施行は公布から６ヵ月以内）



①目的規定の改正（第１条）

【背景・制度概要】

従来、活動火山対策特別措置法（以下「活火山法」という。）では、生命及び身体の安全
の確保を図る対象者を「住民等」としていたが、これを、御嶽山の噴火災害を教訓に、「住
民、登山者その他の者」と改正し、登山者を政策の対象に明記する等としたものである。

この法律は、火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるお
それがあると認められる地域等について、活動火山対策の総合的な推進に関する基
本的な指針を策定するとともに、警戒避難体制の整備を図るほか、避難施設、防災営
農施設等の整備及び降灰除去事業の実施を促進する等特別の措置を講じ、もって当
該地域における住民、登山者その他の者（以下「住民等」という。）の生命及び身体の
安全並びに住民の生活及び農林漁業、中小企業等の経営の安定を図ることを目的と
する。

改正法による改正後の目的規定



②基本指針の策定（第２条）

【背景・制度概要】

これまでの活火山法は、避難施設の整備などのハード対策に重きをおいていたが、今回
の改正法により、警戒避難体制の整備等ソフト対策も充実され、活火山法は、より総合的
に活動火山対策を進める法律となる。このため、火山災害の特殊性を踏まえた警戒避難
体制の重要性などの活動火山対策に関する基本的考え方を示すため、国が基本指針を
策定することとしたものである。

【主体】 国（内閣総理大臣）

【実施時期】 施行後速やかに ※ 施行は公布から６か月以内

【行うべき事項（義務）】

項目 国が行うこと 都道府県・市町村が行うこと

施
行
前

基本指針案の作成 ・火山防災推進ＷＧでの検討内容等を踏ま
え、基本指針案を作成。

施
行
後

基本指針の策定 ・基本指針案を関係行政機関へ協議、中央
防災会議に諮問の上、基本指針を策定。
＜施行後速やかに＞

基本指針の周知等 ・基本指針を公表。地方公共団体等へ周知。
・基本指針に即して活動火山対策を実施。

・改正法や基本指針の内容を踏まえた防災
基本計画の修正。

・基本指針の内容を必要な地元の関
係機関へ周知。

・基本指針に即した活動火山対策を実
施。



②基本指針の策定（第２条）

【基本指針の記載事項について】

※あくまでも現時点で想定している記載内容であり、今後、関係機関との調整等により変更が生じ得る。

記載事項 具体的な記載内容※

活動火山対策の推進に関する基本的
事項（第１号）

＜火山災害の特殊性を踏まえた活動火山対策の基本的な考え方を提示＞
・火山の特性や想定される火山現象に応じた警戒避難体制の整備の重要性
・火山地域の関係者が一体となった検討の必要性
・適切な役割分担による火山防災等の実施
・地方公共団体の責務や、それに対する国の適切な協力・支援
等

火山災害警戒地域、避難施設緊急整
備地域、降灰防除地域の指定について
指針となるべき事項（第２号）

＜各地域について、指定すべき地域の考え方＞
・どのような地域を指定するのか、各地域を指定する際の考え方

避難施設緊急整備計画、防災営農施
設整備計画、防災林業経営施設整備
計画、防災漁業経営施設整備計画の
作成について指針となるべき事項（第３
号）

＜各計画を地方公共団体が作成する際に留意すべき点＞

・例えば、避難施設緊急整備計画であれば、退避壕等の効果や整備主体を
含む整備のあり方等

その他活動火山対策の推進に関し必
要な事項（第４号）

＜１～３号以外で必要な事項＞
・今回の改正で措置する火山防災協議会で検討を進める際の留意点
・当該火山に係る統一的な警戒避難体制を整備すべきであること
・避難経路等の周知に関すること、登山者への情報伝達手段に関すること
・防災上の観点のみならず観光の風評被害対策にも配慮すべきであること
等



③火山災害警戒地域の指定（第３条）
【背景・制度概要】

全国の活火山のうち、噴火の可能性が高く、噴火時には人的災害の発生が想定される
特に警戒避難体制を整備すべき地域※を国が指定し、これらの地域に対し、火山防災協
議会の設置や地域防災計画への必要事項の記載の義務付け等を行うこととしたもの。
※ 常時観測火山周辺地域を想定。

【主体】 国（内閣総理大臣） 【実施時期】 施行後速やかに ※ 施行は公布から６か月以内

【行うべき事項】

項目 国が行うこと 都道府県・市町村が行うこと

施
行
前

指定の考え方の検
討・対象地域案の
選定

・警戒地域の指定の考え方について検討し、
当該考え方に基づき指定対象地域案を選
定。

・指定の考え方及び対象地域案について事
前に関係都道府県・市町村と調整。

・国が示した指定の考え方及び対象地
域案について検討・調整【事前相談】。

施
行
後

指定の考え方・対
象地域案について
の意見聴取、警戒
地域の指定

・指定の考え方及び指定対象地域案につい
て中央防災会議に諮問。

・指定の考え方及び指定対象地域案につい
て関係都道府県知事に意見聴取。
・上記の手続を経て警戒地域を指定。
＜施行後速やかに＞

・国からの意見聴取を受けた都道府県
知事は、関係市町村長に意見聴取の
上、国に回答【正式協議】。

指定された警戒地
域の公示等

・警戒地域の指定対象地域を公示。

・関係都道府県知事及び関係市町村長に、
公示された事項を記載した図書を送付。

・警戒地域に指定された旨と指定対象
地域を関係者※に周知。
※次頁の火山防災協議会構成員等



④火山防災協議会の設置（第４条）
【背景・制度概要】
火山災害の特徴（影響が広域的、火山現象が複雑に変化しながら継続）に応じた警戒避難体制を整備
するため、関係都道府県や市町村、専門的知見を有する者が一堂に会し、山単位で警戒避難体制の整備
について協議するための「火山防災協議会」を設置。

【主な主体】 警戒地域内の都道府県・市町村 【実施時期】 警戒地域指定後速やかに

【行うべき事項（義務）】

項目 国が行うこと 都道府県・市町村が行うこと

地
域

指
定
前

協議会に係る
基本的事項
について周知

・構成員の役割や協議会において検討す
べき事項を通知や基本指針等で提示。

・火山専門家の協議会への参画に向けた
調整などのサポートを実施。
＜公布後、順次＞

・既存の協議会構成員や規約の見直し等につ
いて検討。

・地域指定後の協議会の協議スケジュールの
検討など協議に向けた準備。
＜施行前にできるだけ検討を進めておく＞

地
域
指
定
後

協議会設置 ・地方気象台や地方整備局等の国の機関
が協議会に参画。

・引き続き、火山専門家の協議会への参
画に向けた調整などのサポートを実施。

・協議会を設置。
＜地域指定後速やかに＞
※警戒地域の指定や基本指針の策定等の詳細の検討が
進んだ段階で改めてお示ししますが、今年度中に法定
火山防災協議会への改組をお願いする予定です。

協議の実施 ・協議会構成員として、専門的知見からの
助言を行う。

・「火山防災協議会等連絡・連携会議」を
開催し、火山地域間の情報交換や取組
の推進を図る。

・噴火シナリオ、火山ハザードマップ、噴火警戒
レベル、避難計画等の一連の警戒避難体制に
ついて協議。

・必要に応じ、担当者級会議を設置する等運用
を工夫。
＜協議会設置後随時＞

※改正法に基づく協議会は既存の協議会
を改組して対応することが基本となります。

※施行前から、できるだけ準備を
進めておくことが重要です。



④火山防災協議会の設置（第４条）
【協議会での協議事項について】

○都道府県・市町村地域防災計画に位置づけるすべての事項について協議

○警戒地域における統一的な防災体制を検討する観点から協議を実施

想定される協議項目 概要

噴火シナリオ ・噴火に伴う現象（主に、噴石、火砕流、融雪型火山泥流といった噴火直後に
人的被害につながり得る噴火現象を想定（地域により火山ガスや降灰後の
土石流なども含む））と及ぼす影響の推移を時系列で示したもの

火山ハザードマップ ・火山現象の影響範囲を地図上に示したもの

噴火警戒レベル ・噴火シナリオや火山ハザードマップを基に、噴火活動の段階に応じた入山
規制や避難等の防災行動を定めたもの

具体的な避難計画 ・避難場所、避難経路、避難手段等を具体的に示したもの

観光客等への情報発信方策 ・観光関係団体、交通事業者等と連携した観光客や登山者への情報発信

避難手段や避難経路の確保方策 ・交通事業者による避難手段の確保や、道路管理者による避難経路の確保
方策

情報伝達の充実方策 ・通信事業者と連携した携帯電話端末を活用した情報伝達の充実方策

火山活動情報の収集・提供 ・ビジターセンターや山小屋、集客施設など警戒地域内にある施設管理者や
関係行政機関等と連携した山の異変や火山活動に関する情報の収集・提
供ルートの検討

その他関係者と連携した取組 ・火口周辺の山小屋におけるヘルメット等の装備品の備蓄 など



④火山防災協議会の設置（第４条）

【協議会構成員について】 ※構成員は協議結果を尊重する義務あり

構成員 役割等

必
須
構
成
員

都道府県知事・市町村長（第１号） ・協議会の設置主体。

・警戒地域の噴火シナリオや火山ハザードマップ、これらを踏まえた噴火警戒
レベルや避難計画等一連の警戒避難体制全般について検討。

・都道府県は都道府県全体に係る事項や他県と調整を要する事項を、市町村
は具体的な避難場所、避難経路等その市町村内の具体的な警戒避難体制
の整備に関する事項を中心に検討。

気象台（第２号） ・過去の噴火履歴等を踏まえた噴火シナリオや火山ハザードマップの検討。

・噴火警報等を発表する立場から情報収集・伝達体制の検討や、自治体と連
携し噴火警戒レベルの設定についての検討を実施。

地方整備局又は北海道開発局（第３号） ・噴火に伴う土砂災害の観点から、火山ハザードマップの検討を行い、一連の
警戒避難体制の検討に参画。

陸上自衛隊、警察、消防（第４～６号） ・噴火時等に救助活動や避難誘導などを行う立場から検討に参画。

火山専門家（第７号） ・警戒避難体制の検討全般にわたり、どのような火山現象が想定されるかなど
専門的見地から助言を実施。

任
意
構
成
員

観光関係団体等都道府県及び市町村
が必要と認める者（第８号）

・各地域の実情に応じ、必要な構成員を追加

・特に、観光関係団体は、観光客の安全確保と風評被害対策の観点から、観
光客が多く訪れる地域の協議会にはできるだけ構成員に加えることが必要。
・このほか、例えば、主に追加することが想定される者は以下のとおり。
- 森林管理署（警戒地域内に国有林野がある場合）
- 地方環境事務所（警戒地域内に国立公園がある場合）
- 通信事業者、交通事業者や道路管理者、建設業者
- 日頃山を見ている山小屋の管理者



⑤地域防災計画に定めるべき事項（第５条、第６条）

【背景・制度概要】

噴火が発生したときには、広範囲にわたり大量の住民、登山者等が避難しなければなら
ないことから、情報伝達ルートや具体的な避難計画、救助活動体制等をあらかじめ定めて
おくことが重要。このため、地域防災計画に定めるべき警戒避難体制に係る具体的かつ
詳細な事項を規定したもの。この際、火山防災協議会に意見聴取することが必要。

【主体】 警戒地域内の都道府県、市町村 【実施時期】 警戒地域指定後速やかに

【行うべき事項（義務）】

項目 国が行うこと 都道府県・市町村が行うこと

地
域

指
定
前

地域防災計
画に定めるべ
き事項につい
て周知

・地域防災計画に定めるべき事項につい
て、通知や基本指針等で示す。
＜公布後、順次。基本指針は施行後＞
・改正法の内容を踏まえた防災基本計画の修
正（施行後）。

・既存の地域防災計画について、改正法に基づ
く地域防災計画への充実に向けた検討を実施。

地
域
指
定
後

火山防災協
議会の意見
聴取

・火山防災協議会の構成員として、地域防
災計画に定める事項について協議。

・協議会での協議等の過程で、地域防災
計画に記載すべき事項について各々が
有する専門的知見により助言するなどの
支援を行う。

・火山防災協議会において、地域防災計画に定
める事項について協議、地域防災計画に定め
るべき事項について意見聴取。

・火山防災協議会の意見を踏まえ、地域防災計
画に必要事項を記載。

・市町村においては、避難確保計画の作成を義
務づける避難促進施設の所有者等と調整、地
域防災計画に位置づけ。

地域防災計
画に記載

※施行前であっても、できるだけ準備を
進めておくことが重要です。



⑤都道府県地域防災計画に定めるべき事項（第５条）

記載事項 具体的な記載内容（例）

火山現象の発生及び推移に関する情報
の収集及び伝達並びに予報又は警報の
発令及び伝達に関する事項（第１号）

・関係者が収集すべき異常な火山現象の内容、都道府県内における情報収集・
通報ルート、予警報の発令・伝達ルート等。

市町村会議等が第６条第１項第２号及び
第３号に掲げる事項を定める際の基準と
なるべき事項（第２号）

・火山防災協議会で協議した噴火警戒レベルに即した防災対応（入山規制、避難
勧告、避難指示等）を定めるべきであること。

・火山ハザードマップや噴火警戒レベルを踏まえた適切な避難場所、避難経路を
設定するための考え方。

避難及び救助に関し市町村の区域を超え
た広域的な見地から行う調整に関する事
項（第３号）

・市町村域を超えた連携が必要となる被災者情報の収集・集約方法や、救助部
隊の活動基準の策定とその運用に関する事項等。

以上のほか、必要な事項（第４号） ・登山届の活用方法など各地域で必要な事項。

【都道府県地域防災計画の記載事項について】



⑤市町村地域防災計画に定めるべき事項（第６条）

【市町村地域防災計画の記載事項について】

記載事項 具体的な記載内容（例）

火山現象の発生及び推移に関する情報
の収集及び伝達並びに予報又は警報の
発令及び伝達に関する事項（第１号）

・関係者が収集すべき異常な火山現象の内容、市町村内における情報収集・通報
ルート、予警報の発令・伝達ルート等。

・第５号の施設の所有者又は管理者への情報通報ルート、予警報の発令・伝達
ルート等。

警戒地域内の住民等がとるべき避難の
ための措置について市町村長が行う通
報及び警告に関する事項（第２号）

・噴火警戒レベルに対応した住民等が避難行動（入山規制、避難準備、避難等）を
とるための避難指示等。

※災害対策基本法第60条（市町村長の避難の指示等）、第63条（市町村長の警
戒区域設定権等）を適切に運用

避難場所及び避難経路に関する事項
（第３号）

・噴火警戒レベルに対応した避難行動をとるための具体的な避難場所、避難経路。
・避難手段も定め、具体的な避難計画とする。

避難訓練に関する事項（第４号） ・第３号で定めた避難計画に即した避難訓練を行うなど、避難訓練の時期・内容等。

施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確
保する必要がある施設の名称及び所在
地（第５号）

・避難促進施設（ロープウェイの停留場、登山口周辺の宿泊施設、要配慮者利用
施設等）の名称及び所在地。

救助に関する事項（第６号） ・救助部隊の具体的な活動内容（各部隊の役割や連絡方法等）。

以上のほか、必要な事項（第７号） ・登山届の活用方法など各地域で必要な事項。



⑥住民等に対する周知のための措置（第７条）

【背景・制度概要】

円滑かつ迅速な避難のために、火山ハザードマップに避難対象地域等の避難計画の内
容や、噴火警戒レベルの解説、情報伝達に関する事項など、実際に避難行動をとる住民
や登山者に必要な防災情報を付加した「火山防災マップ」を住民等に配布し、周知させる
ことを規定したもの。

【主体】 警戒地域内の市町村 【実施時期】 市町村地域防災計画修正後速やかに

【行うべき事項（義務）】

項目 市町村が行うこと

市
町
村
地
域
防
災

計
画
修
正
前

火山防災協議会の協議 ・火山防災マップに記載する事項（中身となる火山ハザードマップや噴火警
報、具体的な避難計画等）について協議。

・この際、複数の市町村にまたがる火山について、登山者等の利便性のた
め、複数市町村で共同して警戒地域全域を包含する火山防災マップを作
成することや、複数市町村が連携した配布（例：ＨＰ相互リンク、双方のマッ
プの備付）も協議。

市
町
村
地
域
防
災

計
画
修
正
後

火山防災マップの作成 ・火山ハザードマップに防災上必要な情報を記載した火山防災マップを作成。
※必要に応じて、複数市町村で共同で作成することも検討

火山防災マップの配布 ・火山防災マップの配布を行う。具体的な方法は紙による各世帯への配布、
登山道や登山口周辺の集客施設への備え付け、インターネットによる公表
など。
※必要に応じて、複数市町村で連携して配布することも検討



⑦避難確保計画の作成（第８条）
【背景・制度概要】

噴火警報や避難指示といった情報を住民、登山者等に確実に伝え、迅速かつ円滑に避難するた
めには、集客施設や要配慮者利用施設の所有者等による利用者の安全を確保するための取組も
重要。このため、施設所有者等に対し、避難確保計画を作成し、利用者に対する情報伝達や避難誘
導といった体制を整備することを義務付けるもの。

【主な主体】 警戒地域内の市町村及び避難促進施設の所有者等

【実施時期】 市町村地域防災計画に施設の名称等が定められた後速やかに

【行うべき事項（義務）】

項目 国が行うこと 市町村が行うこと 施設所有者等が行うこと

市
町
村
地
域
防
災

計
画
修
正
前

避難促
進施設
の選定
等

・関係自治体と意見交
換・調整しつつ、対象
施設の種類や避難確
保計画の記載事項を
政省令で規定。

・避難確保計画の雛型
の作成。
＜施行時＞

・対象施設について協議会で検討。
・市町村地域防災計画に定めよう
とする施設の所有者等と以下の
事項について十分に調整を行う。
①計画に当該施設を定めること
②市町村から当該施設への火山
現象に関する情報の伝達方法

・市町村と左記①②について調整を
行う。

・施設利用者への情報伝達方法・避
難誘導等について事前に検討を進
めておく。

市
町
村
地
域
防
災

計
画
修
正
後

避難確
保計画
の作成

・優良事例の紹介や助
言等、地方公共団体
や施設管理者に対し
必要な技術的支援を
行う。

・避難促進施設から計画の受領・
避難訓練結果の報告聴取を行う。

・取組が不十分な施設に対し、助
言や勧告を行う。
＜随時＞

・避難確保計画を作成。市町村長に
報告し、ＨＰ等で公表。

・避難確保計画に基づき避難訓練を
実施。結果を市町村長に報告。
※訓練には従業員も必須参加。施設
利用者の協力を求めることも可。

＜市町村地域防災計画修正後速やかに＞



⑧登山者等に関する情報の把握等（第１１条）

【背景・制度概要】
噴火時の救助・捜索活動の際、被災した可能性のある登山者の早期把握、安否確認等
の円滑な実施のため、登山届等により登山者等の情報を把握しておくことが重要。また、
登山者等自身も、突然の噴火の可能性など一定のリスクを認識し、自らの安全を確保す
るために必要な手段を講じておくことが必要。このため、自治体による登山者等の情報の
把握（第１項）、登山者等が自らの安全を確保する手段を講じること（第２項）について努力
義務規定を設けたもの。
【主な主体】 火山周辺の都道府県及び市町村・登山者等 【実施時期】 随時
【行うべき事項（努力義務）】

国が行うこと 都道府県・市町村が行うこと 登山者等が行うこと

第
１
項

地方公共
団体によ
る登山者
等の情報
の把握

・内閣府ＨＰや火山防災
協議会等連絡・連携会
議における優良事例の
紹介。
・必要な助言等の実施。

・火山防災協議会の場等を活用し、登山
届や携帯電話によるメール配信サービ
スの導入、火口周辺施設との連携によ
る情報の把握等、地域の実情に合った
登山者等に関する情報把握方法につ
いて検討・実施、登山者等へ周知。

第
２
項

登山者等
による自
らの安全
確保

・登山者向けパンフレッ
トの作成・配布、内閣府
ＨＰ等を通じた登山者
の意識啓発の実施。

・登山者向けのパンフレットの作成・配
布、地方公共団体のＨＰや火口周辺施
設へのポスターの掲示等を通じた登山
者の意識啓発の実施。

・火山活動に関する情報収集、
関係者との連絡手段の確保、
登山届の提出、ヘルメット等
の装備品の携行等、自らの
安全を確保するための手段
を講じる。



⑨情報の伝達等（第１２条）

【背景・制度概要】

情報の伝達等については、改正法による改正前の活火山法においても措置されていた
ところであるが、今回の改正法では、市町村が都道府県の通報を受けて情報伝達する相
手方に、住民に加えて登山者を明記。

【主体】 国及び地方公共団体 【実施時期】 噴火発生時など通報等の必要が生じたとき

【行うべき事項（義務）】

国が行うこと 都道府県・市町村が行うこと

・噴火から住民の生命及び身体を保護するた
め必要があると認めるときは、火山現象に
関する情報を関係都道府県知事に通報。

・気象庁の通報を受けた都道府県知事は、指定地方行政機関、指定地
方公共機関、市町村長等に必要な通報又は要請。

・都道府県知事の通報を受けた市町村長は、当該通報に係る事項を住
民、登山者に伝達。
※市町村から登山者に対して情報伝達する方法については、防災行政無線
の活用、スピーカーや広報車による呼びかけ、登山口への情報の掲示、
山小屋の管理者等を介した伝達、インターネットや防災情報のメール配信
サービスによる周知等、地域の実情を踏まえた様々な方法を活用。

※この際、火山防災協議会の構成員のほか、官民様々な関係者と必要な連
携・協力のもと実施。

※本条に基づく情報の伝達等のために必要な検討・関係
機関との調整等は、公布後速やかに実施し、準備して
おくことが必要です。



⑩火山現象の研究観測体制の整備等（第３０条）

【背景・制度概要】

限られた予算や人材の下で研究観測体制を充実させるには、各研究機関同士が相互に
協力し、補完し合うことが重要。また火山防災対策の検討には、火山専門家の知見が必
要不可欠。このため、研究機関相互間の連携の強化並びに火山専門家の育成・確保に努
めることを規定したもの。

【主体】 国及び地方公共団体 【実施時期】 施行後速やかに

※施行前からも必要な検討は実施

【行うべき事項（努力義務）】

項目 国が行うこと 都道府県・市町村が行うこと

今後の施策
の展開につい
て検討

・内閣府に設置する「火山防災対策推
進検討会議」において研究観測体制の
整備、専門家の育成・確保のための施
策の展開について検討。

・各都道府県・市町村において実施する研究機関
相互間の連携、火山専門家の育成・確保方策に
ついて検討。

研究機関相
互間の連携

・各機関の観測データの共有や各機関が連携・協力した観測点の保守・維持。

火山専門家
の育成・確保

・火山に関するプロジェクト研究や海外研究者との交流促進、職員への研修の充実。



⑪その他（附則関係）

【施行期日】

・公布の日から６か月以内で政令で定める日。

【既存の指定地域の取り扱い】

・既に指定されている「避難施設緊急整備地域」「降灰防除地域」は、改正法の施行後も、
改正法による改正後の活火山法に基づき指定された地域とみなす。

【行うべき事項】

・既に策定されている「避難施設緊急整備計画」「防災営農施設整備計画」「防災林業経

営施設整備計画」「防災漁業経営施設整備計画」については、施行日から１年は改正

前と同様の扱いとする。この間に、基本指針に沿った形に計画を変更することが必要。



●背景

○消防庁調査（平成26年11月）
⇒ 御嶽山の噴火被害を受け、退避壕等の設置状況について実態調査
⇒ 常時観測47火山のうち、退避壕が設置されている火山は11火山に留
まる

○「御嶽山噴火を踏まえた今後の火山防災対策の推進について（報告）」
（平成27年３月 火山防災対策推進WG）

⇒ 避難壕等は、噴石等から逃れるには一定の効果あり
⇒ 退避壕等の設置に関する考え方、設計における留意点、既存の山小

屋の登山者の避難先としての利活用等について検討すべき

●検討ＷＧの開催等

○「活火山における退避壕の整備等に関する検討ＷＧ」の開催

・ 火山関係有識者（石原和弘（京都大学名誉教授）他）、衝突耐力
についての研究者等から構成されるＷＧを開催

・ 御嶽山の教訓を踏まえながら、退避壕の整備等にあたって参考となる
手引きの作成に向けた調査、検討を継続中

・ 活火山における噴石等に関する既往研究の整理、既存の退避壕等
の設置事例の調査、御嶽山における被害状況等の確認、衝突実験
等による強度の検証等の作業を実施中。

・ 今秋を目途にとりまとめを目指す。

●手引きの作成に向けた調査・検討、アウトプットイメージについて

○手引きの作成に向けた主な調査・検討内容（検討中） ○手引きの作成（イメージ）

・退避施設の充実にあたっての基本的な考え方

・火山の特徴と検討の流れ

・設置例、設置にあたっての留意点

・既存施設の活用、改修等による対応 等

○手引きの活用（イメージ）

〈自治体〉
・ 退避壕の整備等にあたっての参考資料

〈公共施設等管理者〉
・ 施設への来訪者、緊急時の避難者等の受
入れに向けた既存施設の強度の向上

〈山小屋等関係者〉
・ 登山者、観光客、宿泊者等の安全・安心の
向上に向けた屋根等の改修の促進 等

発射管

ﾀｰｹﾞｯﾄ

《衝突実験(防衛大学校)》

・退避壕等の設置事例の収集、計画・設計にあたっての考え方の調査

・噴石の分布等についての既往研究の調査

・過去の噴火における噴石、山小屋の被災状況等の調査

・構造部材の衝突耐力、覆土の効果等の検討

・衝突実験による山小屋等の補強効果の検証 等
《山小屋等の調査》

《 退避壕等の設置事例の調査 》

活火山における退避施設の充実に関する手引きの作成



火山防災対策推進検討会議

火山防災対策をさらに推進していくためには、充実した監視観測・調査研究体制の下、火山防災対応が、常に火山専門家の
知見を得ながら実施されるような体制を整備する必要がある。このため、火山防災対策の立案とそれに資する監視観測・調査
研究体制をより強化することを目的に、複数の関係機関同士の連携強化を図り、より一体的に火山防災を推進する体制につい
て検討する「火山防災対策推進検討会議」を開催する。具体的には次の事項について検討、調整を実施するものとする。

①国、大学、研究機関で実施している火山観測について、相互の協力・補完及び観測データの共有促進について総合調整
②火山研究者の火山防災協議会への積極参画の推進について調整
③より一体的に火山防災を推進する体制の検討

④「御嶽山噴火を踏まえた今後の火山防災対策の推進について（報告）」（平成２７年３月２６日中央防災会議防災対策実行会
議火山防災対策推進ワーキンググループ）の実施すべき取組事項のフォローアップ

【行政委員】 ※関係省庁及び国立研究開発法人

・内閣府 ：政策統括官（防災担当）

：政策統括官（科学技術・イノベーション担当）

・消防庁 ：国民保護・防災部長

・文部科学省 ：研究開発局長

・国土交通省 ：水管理・国土保全局 砂防部長

・国土地理院 ：参事官

・気象庁 ：地震火山部長

・海上保安庁 ：海洋情報部長

・情報通信研究機構 ：電磁波計測研究所 統括

・防災科学技術研究所 ：火山活動の観測予測技術開発 プロジェクトディレクター

・産業技術総合研究所 ：地質調査総合センター 活断層・火山研究部門長

・土木研究所 ：土砂管理研究グループ長

【学識委員】

・池谷浩 (一財)砂防・地すべり技術センター 研究顧問

・石原和弘 京都大学 名誉教授

・清水洋 九州大学 大学院理学研究院 教授

・藤井敏嗣 東京大学 名誉教授 座長

・三浦哲 東北大学 大学院理学研究科 教授

・森田裕一 東京大学 地震研究所 教授

火山防災対策推進検討会議（第１回）
平成２７年９月４日（金）

火山防災に係る取組について、各機関から紹介

「御嶽山噴火を踏まえた今後の火山防災対策の推進

について（報告）」を踏まえた各機関の取組状況を報告

火山観測における関係機関の連携強化について、火

山観測データ共有の観点等から課題の整理及び、解

決策の議論

火山研究者の火山防災協議会への参画について、

現在の参画状況の確認及び、参画推進に向けた対応

策の議論



１．火山防災エキスパート制度

○ 火山防災体制の構築や噴火時等の防災対応には、火山の特徴や過去の災害状況等を熟知した職員が必
要。

○ 実際に火山噴火等を経験した地方公共団体は少なく、我が国を見渡しても、噴火時等の防災対応に当たっ
た実務者はごく少数。

○ 地方公共団体等で火山防災対応の主導的な役割を担った経験のある実務者を、内閣府火山防災エキス
パートとして火山地域へ派遣し、火山防災対策の立案等の支援を行う。

【支援内容】
・協議会等の設置、運営等の支援
・各火山の地域防災計画、火山防災マップ等
の作成支援
・地方公共団体の長及び職員への研修
・防災訓練実施の支援 等

【内閣府火山防災エキスパート（平成２７年４月現在）】
○池谷 浩 （（一財）砂防・地すべり技術センター研究顧問）
○岩田 孝仁 （静岡大学総合防災センター教授）
○杉本 伸一 （三陸ジオパーク推進協議会上席ジオパーク推進員）
○田鍋 敏也 （壮瞥町教育委員会教育長）
○土井 宣夫 （岩手大学教育学部社会火教育科教授）

【派遣実績（平成２１年１０月～平成２７年６月末】
○１８火山で３６回の派遣を実施

講演（浅間山）

模擬図上訓練（雲仙岳）

派遣時の様子

【派遣の手続き】
○内閣府（防災）火山対策担当までご連絡ください。
○派遣に係る費用（エキスパートへの謝金や旅費）は、予算の
範囲内で内閣府が負担することが可能です。

（参考）火山防災エキスパート制度



■ 目的

○ 各火山地域で住民の生命を守るために有効なツールである、火山ハザードマップと火山防災マップの作成と

活用を推進

○ 地方公共団体の防災担当者等が火山ハザードマップや火山防災マップを作成や活用する際の、考え方や留

意点を整理

■ 作成経緯

○ 火山防災対策の推進に係る検討会において、骨子を作成。

○ H２４年度に有識者等からなるWGを設置、有識者の意見を聴取

○ 内閣府、消防庁、国土交通省砂防部、気象庁が協力して、平成25年3月に完成

○ 内閣府防災情報のHPに掲載中

（http://www.bousai.go.jp/kazan/shiryo/index.html）

■ 指針の主な内容

○ 火山ハザードマップと火山防災マップの定義

○ 火山防災マップ作成までの流れや作成する体制の解説

○ 火山災害要因（大きな噴石、火砕流等）の解説

○ 火山ハザードマップの作成手法の解説

（災害要因実績図を利用した手法とシミュレーションを利用した手法）

○ 避難計画の策定の考え方の解説

○ 火山防災マップの作成手法と活用方法の解説
火山ハザードマップの例

（参考）火山防災マップ作成指針



■ 避難対象者、避難場所、要援護者の把握としてリスト作成（例）

（内陸型火山編） （島しょ型火山編）

キーワード 作成すべきリストや図

①噴火警戒レベルに
応じた対応リスト

②避難対象者リスト

③避難先リスト

④避難手段リスト、
避難経路図

いつ？

どこから
誰が？

どこへ？

どうやって？

【具体的な避難計画 ４つの基本要素】

■目的

 避難計画が未策定の地域における計画策定、策定済みの地域に
おける内容の更なる充実（火山防災協議会での共同検討による避
難計画策定・充実の推進）。

■掲載内容
 具体的で実践的な避難計画とその必要性
 避難計画の内容（火山防災協議会による防災体制の確立、準備に
関する事項、避難時の対応に関する事項等）

 平常時からの備え
 参考資料（チェックリスト等）

（参考）噴火時等の具体的で実践的な避難計画策定の手引





■ 目的

○ 各火山防災協議会の構成機関や火山地域の地方公共団体等の火山防災担当者が、火山防災協
議会等連絡・連携会議の場のみならず、平常時から、火山防災に関する情報収集、情報共有、意見

交換等を行う場を提供する。

■ 利用者 ※ID配布先にのみ公開

○ 各火山防災協議会の構成機関や火山地域の地方公共団体等の火山防災担当者

○ 火山防災エキスパート、火山専門家
○ 関係省庁担当者

■ 主なコンテンツ
○ 火山の基礎知識

○ 火山防災協議会

○ 火山ハザードマップ、火山防災マップ
○ 避難計画

○ 噴火警報、噴火警戒レベル

○ 火山防災エキスパート
○ 火山防災協議会等連絡・連携会議

○ 火山砂防

※今後もコンテンツの充実を図る予定。
※本会議に関する情報も掲載。

（参考）火山防災ポータルサイト



火山防災対策に係る
消防庁の取組

平成２７年１１月１６日
火山防災協議会等連絡・連携会議

総務省消防庁



平成27年1月19日火山防災対策推進WG 第2回資料（一部修正）

【退避壕・退避舎整備に関する地方公共団体の意見】（消防庁聞き取り）
 施設整備について： 施設の必要性や施設整備にあたっての、場所・構造・機能など専門的知見が必要（２団体）
 財源の確保について： 施設整備には、ヘリでの資材搬送等多額の経費がかかるため、市町村単独では困難（４団体）
 関係機関との協議について： 国立公園、国定公園、国有林野のため、関係機関との協議が必要（５団体）
 設置主体について： 国立公園内等は、地方公共団体ではなく、国が整備すべき（３団体）
 その他： 既存のレストハウスや避難小屋が鉄筋コンクリート造のため、避難施設として活用可能（２団体）

あり
11火山

なし
36火山

○退避壕

あり
4火山

なし
43火山

○退避舎

桜島阿蘇山

【退避壕の例】

桜島

【退避舎の例】

退避壕・退避舎の整備状況

施設数 設置主体 施設数 設置主体 施設数 設置主体 施設数 設置主体

1 アトサヌプリ 北海道 26 乗鞍岳 長野県・岐阜県

2 雌阿寒岳 北海道 27 御嶽山 長野県・岐阜県

3 大雪山 北海道 28 白山 岐阜県・石川県・福井県

4 十勝岳 北海道 29 富士山 山梨県・静岡県・神奈川県

5 樽前山 北海道 30 箱根山 神奈川県・静岡県

6 倶多楽 北海道 31 伊豆東部火山群 静岡県

7 有珠山 北海道 1 民間 32 伊豆大島 東京都 11 市町村 1 東京都

8 北海道駒ヶ岳 北海道 33 新島 東京都

9 恵山 北海道 34 神津島 東京都

10 岩木山 青森県 35 三宅島 東京都 1 市町村

11 秋田焼山 秋田県 36 八丈島 東京都

12 岩手山 岩手県 37 青ヶ島 東京都

13 秋田駒ヶ岳 秋田県・岩手県 38 硫黄島 東京都

14 鳥海山 秋田県・山形県 39 鶴見岳・伽藍岳 大分県

15 栗駒山 秋田県・岩手県・宮城県 40 九重山 大分県

16 蔵王山 山形県・宮城県 41 阿蘇山 熊本県 16 市町村

17 吾妻山 山形県・福島県 42 雲仙岳 長崎県 1 長崎県 1 長崎県

18 安達太良山 福島県 43 霧島山 宮崎県・鹿児島県 7 市町村

19 磐梯山 福島県 44 桜島 鹿児島県 37 市町村 20 市町村

20 那須岳 福島県・栃木県 45 薩摩硫黄島 鹿児島県

21 日光白根山 栃木県・群馬県 46 口永良部島 鹿児島県 17 市町村

22 草津白根山 群馬県・長野県 13
4＝群馬県
9＝市町村

47 諏訪之瀬島 鹿児島県 3 市町村

23 浅間山 群馬県・長野県 4 市町村

24 新潟焼山 新潟県・長野県 1 市町村

25 焼岳 長野県・岐阜県

火山名 関係都道県

退避壕 退避舎

火山名 関係都道県

退避壕 退避舎

111
都道県：5
市町村：105
民間：1

23
都道県：2
市町村：21

合計



【消防防災施設整備費補助金（ H27年度：15.8億円）の内数】

補助対象施設として、活動火山対策避難施設（退避壕、退避舎

及びヘリコプター離着陸用広場）が規定されており、当該施設を整

備する地方公共団体に対し、整備に要する費用の一部を補助。

〈補助率〉

補助対象事業費の１／３ （活動火山対策特別措置法第３条（改

正後第１４条）の避難施設緊急整備計画に掲げる施設は１／２へ

嵩上げ）

【緊急防災・減災事業債（ H27年度：5,000億円）の内数】

活動火山対策避難施設（退避壕、退避舎等）を整備する事業も対象事業として平成２７

年度から追加。新設だけでなく、施設の補修・改修に係る事業であって、山小屋（民間施

設除く）等既存施設の延命化や機能強化に資する事業に要する経費も対象。

〈財政措置〉

・地方債の充当率：１００％

・交付税措置：元利償還金について、その７０％を基準財政需要額に算入

〈事業年度〉

・平成２６年度から平成２８年度（平成２９年度以降の取扱いについては事業の実施状

況等を踏まえて検討）

消防防災施設整備費補助金
補助実績 退避壕例

小諸市 浅間山

火山防災対策に係る消防庁の取組（シェルター整備について）



補助金
区分

年度
補助対象
施設名

団体名（火山） 数量
補助対象
事業費

補助金額 補助率

活動火山対策
避難施設

H４
ヘリコプター
離着陸用広場

島原市（雲仙岳） １ 24,000 12,000 １/２

救助活動
拠点施設

H２６
補正

ヘリコプター
離着陸場等

みなかみ町(草津白根山) １ 15,476 5,158 １/３

糸魚川市(新潟焼山) ２ 32,294 10,764 １/３

施設合計 ４ 71,770 27,922

※静岡県では、今年度当初予算でシェルター設置場所の調査費を計上。今後具体的な設置計画を検討予定。

補助金
区分

年度
補助対象
施設名

団体名（火山） 数量
補助対象
事業費

補助金額 補助率

活動火山対策
避難施設

H１４ 退避舎 三宅村（三宅島） １ 1,432,229 714,450 １/２

H１９ 退避壕 小諸市（浅間山） １ 26,100 8,700 １/３

H２６
補正

退避壕 鹿児島市（桜島） ２ 6,628 3,313 １/２

H２７ 退避舎 美瑛町（十勝岳） １ 342,000 171,000 １/２

施設合計 ５ 1,806,957 897,463

（単位：千円）・退避壕・退避舎（Ｈ４年度以降）

・ヘリコプター離着陸用広場等（Ｈ４年度以降） （単位：千円）

消防防災施設整備費補助金の補助実績について



火山防災対策に係る消防庁の取組（火山における情報伝達について）

種別 情報内容 地方公共団体における伝達

速報

噴火速報 【新設】 ・防災行政無線、サイレン、登録制メール、山小屋等を介した
伝達など、各自治体が保有する多様な手段を活用して伝達
・Jアラートにより防災行政無線等を自動起動できるよう、
今年度内を目処に改修予定

特別警報
噴火警報(居住地域) ＜噴火警戒レベル５･４＞
※気象庁から緊急速報メールにより伝達（予定）

・Jアラートにより防災行政無線等を自動起動
その他各自治体が保有する多様な手段を活用

警報
噴火警報(火口周辺) ＜噴火警戒レベル３・２＞ ・緊急速報メール（レベル3のみ）

・Ｊアラートにより防災行政無線等を自動起動（任意）
その他各自治体が保有する多様な手段を活用

予報 噴火予報 ＜噴火警戒レベル１＞

・気象庁や既に開設している火山登山者向けのホームペー
ジなど情報等

火山活動の変化を観測した段階での情報提供

・レベル引上げまで至らないがその事実を認識してもらうための情報
・火山の状況に関する解説情報（臨時）として発信 【新設】

登山者等が緊急的に命を守る行動をとるため
噴火の事実を速報

情報伝達手段

火山に関する情報の伝達

居住地域が近い場合

⇒防災行政無線（屋外スピーカ等）※を整備

居住地域が遠い場合

⇒山小屋等に防災行政無線（移動系）※、衛星携帯電話等を設置

登山者等には、携帯電話（緊急速報メール等）、コミュニティＦＭなどにより伝達

※防災行政無線の整備
は、緊急防災・減災事業
債を活用して支援
①地方債の充当率 １００％

②元利償還金について、そ
の７０％が基準財政需要額
に算入される



○ 昨今の登山ブームに加え、平成２８年８月１１日から国民の祝日として｢山の日｣が制定されることから、登山者が増え山岳遭難事故の増加も
懸念される。
○ 平成２６年９月に発生した御嶽山噴火災害では、多くの登山者が巻き込まれ過去に例のない死傷者が発生する事態となり、救助活動におい
ても、山岳という特殊な環境と噴火災害による二次被害の発生する危険性が高い中での活動を余儀なくされ、多くの検討課題が見出された。
○ これらのことを踏まえ、山岳救助活動に共通する基本事項から噴火災害といった特殊事項まで、安全・確実な山岳救助活動が実践できるよう
検討。

○ 現場指揮本部における関係機関との連携【情報の共有、連携活動での留意事項 等】

○ 効率的な捜索・救助要領、資機材の効果的な活用方法【具体的な検索箇所の決定、救助方法・要救助者の搬送要領 等】

○ 安全管理の視点と手法【安全管理上の留意事項、救助活動・要救助者搬送時等における受傷防止 等】

○ 御嶽山噴火災害を踏まえた山岳救助活動における特殊事項【噴火災害における隊員の安全管理・健康管理、装備の充実 等】

◎検討の背景

○平成２７年度内において、４回の検討会を開催予定

○委員（委員長：小林 恭一 東京理科大学総合研究院教授） ○オブザーバー

学識者、医療関係者、山岳関係団体、消防本部等 警察庁、気象庁、防衛省等

◎委員・オブザーバー

◎スケジュール

◎検討事項

「御嶽山噴火災害を踏まえた山岳救助活動の高度化等検討会」

【第２回】平成２７年１０月５日（月）
・国内消防本部の山岳救助活動調査
結果報告
・抽出された課題への対応方針の検討

【第１回】平成２７年７月２８日（火）

・検討会の進め方

・各消防本部からの事例報告

（御嶽山噴火災害・一般山岳救助活動）

・気象庁、警察庁からの情報提供



平成２７年１１月
国土交通省砂防部

国土交通省における
火山砂防の取組について



火山砂防事業（直轄・交付金）

富士山における火山砂防 桜島における火山砂防

火山地域における荒廃地域の保全を行うとともに
下流河川の河床上昇を防ぎ、火山噴出物等の土
砂流出による災害さらに火山噴火等に起因した
火山泥流、火砕流、溶岩流等の異常な土砂の流
出による災害から人命、財産等を保全するもの。

土砂流出の著しい火山地域（火山地・火山麓地）
及び火山活動の活発な火山地域に重点をおいた
砂防堰堤や導流堤などの砂防施設の整備。

目的

事業内容

主な火山砂防事業実施火山

雲仙・普賢岳における火山砂防

野尻川

遊砂地工

水無川2号砂防堰堤

水無川1号砂防堰堤

流路工



概ね施設整備が完了した２渓流で管理事業を実施

国道224号

野
尻
川

大量の土砂流出

第二古里川

黒神川

野尻川

春松川

持木川 第一古里川

有村川

古河良川

引ノ平川

金床川

立入禁止区域

通常の野尻川下流の流路 H25.9土石流の堆砂状況

桜島

○桜島の噴火に伴う継続的かつ大量の土砂流出等により、適正に機能を確保することが困難な砂防設
備について、国直轄で管理を行い土砂流出による災害から人命財産を保全する。

頻発する土石流の影響により施設損傷が大きいため
砂防堰堤の摩耗対策や流路工の修繕等を実施。

除石

土砂流出

砂防設備の機能回復のための除石
砂防設備の機能回復のための補修頻発する土石流の堆砂を受け、機能回復の

ために除石を実施。

補強補修前 補強補修後

最近の噴火状況

H26.6.6

H25.8.18 

土石流土砂を放置し、合計約１６万m3堆積した状況。
この時、橋桁までのクリアランス約５ｍ

除石をせずに放置した場合の予測
※平成４年の事例からみた除石の必要性

５ｍ

５ｍ

大量の土砂流出状況

噴煙約5,000m

（観測史上1番目）

噴煙約4,500m

（観測史上２番目）

直轄砂防管理（桜島）



・河川の勾配が10度以上である区域の概ね5割以
上に1cm以上の降灰等が堆積した場合

・概ね10戸以上の人家に被害が想定される場合

大規模な土砂災害が急迫している状況において、市町村が適切に住民の避難指示の判断等を行えるよう特に
高度な技術を要する土砂災害については国土交通省が、その他の土砂災害については都道府県が、被害の
想定される区域・時期を明らかにするために必要な調査（緊急調査）を行い、その区域・時期の情報（土砂災害
緊急情報）を市町村へ通知及び一般へ周知する。

土砂法改正に基づく国による緊急調査の実施 緊急調査対象要件（火山噴火に起因する土石流）

現在までに実施された緊急調査
（火山噴火に起因する土石流を対象とするもの）

土砂災害防止法に基づく「緊急調査」及び「土砂災害緊急情報」

H23.5～25.10 霧島山（新燃岳）の火山噴火
H23.5～ 桜島の火山噴火
H26.9～27.6 御嶽山の火山噴火

土砂災害防止法に基づく緊急調査の実施

御嶽山における降灰後の土石流
のシミュレーション結果

H26年9月27日 御嶽山の噴火
霧島山（新燃岳）周辺における

降灰調査



ワイヤーセンサー

監視
カメラ

火山砂防情報の提供

リアルタイムハザードマッ
プによる危険区域の想定

光ケーブル等の情報
通信網の整備

監視・観測機
器の整備

緊急ハード対策
施設の施工

平常時に実施する噴火対策 噴火時に実施する緊急対策

火山噴火緊急減災対策砂防（イメージ）

基幹的な砂防施
設の施工

緊急ハード対策
施設の施工

緊急対策用資機
材の備蓄

火山噴火緊急減災対策砂防計画に基づき、活動度の高い火山において、資機材の備蓄や監視・観測機器の整備
等の「平常時からの対策」と除石や緊急調査の実施等の「緊急時の対策」をハード・ソフト両面から機動的に実施

【除石】

緊急対策工（イメージ）

【仮設導流堤】

【土石流堆積工】【砂防堰堤】

■ 緊急減災対策のイメージ

監視・観測機器の整備
光ケーブル等の情報通信網の整備

緊急調査の実施
リアルタイムハザードマップによる危険区域の想定

平常時 前兆・小噴火時 噴火・土石流発生

火山活動の活発化

緊急
減災
対策

基幹的な砂防施設
の施工

緊急ハード対策施設の施工ハード

ソフト

緊急対策用
資機材の備蓄

火山噴火緊急減災対策砂防計画

監視・観測機器の整備
（イメージ）

【ワイヤーセンサー】

リアルタイムハザードマップ
による危険区域の想定



201５火山砂防フォーラム
日時：平成27年10月30日(木)～31日(金)
場所：熊本県阿蘇市 参加者：約500名
開催テーマ：火山を知り、火山と共に生きる

～阿蘇ジオパークの防災を考える～
プログラム
○開会式典
○研究発表「活火山阿蘇山とつきあう」

発表 阿蘇市立一の宮中学校２年生／
熊本県立阿蘇中央高校１年生

解説 池辺 伸一郎((公財)阿蘇火山博物館 館長)

○ポスターセッション
「全国からの火山防災対策の取り組み報告」

○パネルディスカッション
「噴煙を上げ続ける火山との共生」

開催年月 火山名 都道府県名 市町村名

第１回 平成 3年 8月 浅間山 群馬県 嬬恋村

第２回 平成 4年 8月 桜島 鹿児島県 鹿児島市

第３回 平成 5年 8月 十勝岳 北海道 美瑛町

第４回 平成 6年 8月 雲仙・普賢岳 長崎県 島原市

第５回 平成 7年 9月 焼岳 長野県 安曇村

第６回 平成 8年 8月 蔵王山 山形県 上山市

第７回 平成 9年 8月 箱根山 神奈川県 箱根町

第８回 平成10年 8月 北海道駒ヶ岳 北海道 七飯町

第９回 平成11年10月 ピナツボ火山 フィリピン アンヘレス市

第１０回 平成12年11月 雲仙・普賢岳 長崎県 島原市

第１１回 平成13年11月 伊豆大島 東京都 大島町

第１２回 平成14年10月 有珠山 北海道 虻田町

第１３回 平成15年10月 焼岳 岐阜県 上宝村

第１４回 平成16年 9月 岩手山 岩手県 西根町

第１５回 平成17年10月 富士山 静岡県 富士宮市

第１６回 平成18年11月 三宅島 東京都 三宅村

第１７回 平成19年10月 霧島山 宮崎県 都城市

第１８回 平成20年10月 新潟焼山 新潟県 糸魚川市

第１９回 平成21年10月 桜島 鹿児島県 鹿児島市

第２０回 平成22年10月 浅間山 群馬県 嬬恋村

第２１回 平成23年10月 十勝岳 北海道 美瑛町

第２２回 平成24年10月 秋田駒ケ岳 秋田県 仙北市

第２３回 平成25年11月 磐梯山 福島県 北塩原村

第２４回 平成26年11月 富士山 山梨県 富士吉田市

第２５回 平成27年10月 阿蘇山 熊本県 阿蘇市

火山砂防フォーラム

2016火山砂防フォーラム （予定）
場所：長野県木曽町、王滝村共催（御嶽山）

火山地域の自治体が主体となって、国土交通省支
援の下、砂防を含む火山防災の啓発と安全で活力
ある地域づくりについて理解を深めることを目的
とし毎年各地で実施。これまでに2５回開催。

主催：火山砂防フォーラム委員会
（全国の活火山を有する市町村により構成。
平成26年5月現在、101の市町村が加盟）

研究発表 パネルディスカッション



口永良部島と箱根山に係る

気象庁の対応等

平成２７年１１月

気象庁



屋久島町への職員の派遣を継続

口永良部島 気象庁の対応気象庁
Japan Meteorological Agency

政府

気象庁

5/29 関係省庁
災害対策会議

5/29～30
政府調査団派遣

▲H27.5.29 09:59 噴火

5/29 10:07
噴火警報発表
（噴火警戒レベル3→5に引

上げ）居住地域では厳重な
警戒

8月3日 噴火5月29日 噴火 5月29日

5/30～
・解説情報：毎日発表（10時、16時） ・解説資料：5月30日、6月1日、7日、18日、21日発表
・降灰予報：3時間毎発表

5/29

解説情報、降灰予報
等 随時発表

5/30 拡大幹事会 6/15 予知連絡会

5/29～
◎ 現地で作業員が電源復旧作業を行う際や住民の一時帰島の際に火山活動の急変や異常現象を発見

した場合、直接現地に連絡している
◎ 住民説明会を随時行っている

5月23日
08:00

震度３の地震
全島避難検討
住民説明

5月29日

情
報
発
表

火
山
噴
火

予
知
連
絡
会

職
員
派
遣

6月18日

6/11 室クローズ

※ 3月24日から27日にかけて火映現象

を観測したことから、気象庁は機動調査
班を派遣し、口永良部島に常駐していた

観測機器を設置して体制強化5/29～6/6 ヘリによる上空か
らの観測に派遣（５ 回）

5/29 政府現地
連絡調整室

国土交通省災害対策ヘリコプター
はるかぜ

5/29～ 鹿児島県庁と屋久島町に派遣
（火山活動解説、捜索活動支援等）

5/29
気象庁HPでポータルサイト開設

8/21 拡大幹事会

▲H27.6.18 12:17 噴火



観測機器を設置して体制強化

箱根町への職員の派遣を継続

箱根山 気象庁の対応気象庁
Japan Meteorological Agency

政府

気象庁

7/1 関係省庁災
害警戒会議

▲H27.6.30～7.1 噴火

情
報
発
表

火
山
噴
火

予
知
連
絡
会

職
員
派
遣

6/30 12:30
噴火警報発表
（噴火警戒レベル2→3に引上げ）大涌
谷周辺の想定火口域から700m程度の
範囲まで影響を及ぼす噴火の可能性

5/6 06:00
噴火警報発表
（噴火警戒レベル1→2に引上げ）火

口周辺に影響を及ぼす噴火の可能
性

6月30日5月6日

7月21日6月30日

7.21 噴出

7/1～2 現地調査に派遣
5/6 ヘリによる上空からの観測
に派遣

6/30 ヘリによる上空からの観
測と現地調査に派遣

6/15 予知連絡会

5/6～
解説情報：毎日発表（16時）
解説資料：5月6日2回 随時

6/30 関係省庁
災害警戒会議

6/30～
◎ 箱根町に職員が常駐し、現地調査や箱根町への解説業
務を行っている

◎ 警戒が必要な範囲に作業員等が立入る際に火山活動の
急変や異常現象を発見した場合、直接現地に連絡している

6/30～
・解説情報：毎日発表（16時） ・解説資料：6月30日 2回、7月2日発表



噴火速報気象庁
Japan Meteorological Agency

（平成27年８月４日運用開始）

火山名 ○○山 噴火速報
平成△△年△△月△△日△△時△△分 気象庁地震火山部発表
＊＊（見出し）＊＊
＜○○山で噴火が発生＞

＊＊（本 文）＊＊
○○山で、平成△△年△△月△△日△△時△△分頃、噴火が発生しました。

 登山中の方や周辺住民に火山が噴火したことを端的にいち早く伝える情報
 ８月４日から運用を開始

普及啓発用リーフレット

こんな時には発表しません

・普段から噴火している火
山で、同じ規模の噴火が
発生した場合

・噴火の規模が小さく、噴
火が発生した事実をすぐ
に確認できない場合

知ったときはどうするの

・直ちに下山する、シェル
ターや避難小屋に退避す
る、近くの岩陰に隠れる、
入山を控え山から離れる、
などの身を守る行動をと
るようにしてください

こんな時には発表します

・常時観測火山を対象に発
表

・初めて噴火した場合

・継続的に噴火している火
山で規模を上回る噴火を
確認した場合

山が見えないときは

・地震計や空振計のデータ
で推定できるときは発表
する

・この場合は、「噴火したも
よう」として発表する



＜降灰量の予測＞

降灰範囲に代えて降灰量を予測することで、降灰量に応じた適切な防災対応をとること
が可能となります。また風に流されて降る小さな噴石に対する注意喚起も行います。

＜市町村ごとに発表＞

都道府県ごとから市町村ごとに発表対象を変更します。利用者の防災対応をよりきめ細
かく支援することが可能となります。（噴火警報と同様）

＜３種類の情報＞

噴火前、噴火直後、噴火後の３種類の情報に分けて発表することで、それぞれの情報を
利用者の用途に合わせて適切に利活用していただくことが可能です。

＜XML電文の提供＞

従来のファイル形式（図情報）だけでなく、XML形式の情報を新たに提供することで、より
効果的な防災情報の提供及び利活用が可能となります。

◆変更となる主なポイント

◆はじめに

• 気象庁では、「地上に降下する火山灰（降灰）」や「風に流されて降る小さな噴石」による
影響や被害の軽減のために、平成20年3月より「降灰予報」を発表していました。

• これまでの降灰予報では「降灰範囲」を予測していますが、防災上重要な「降灰量」や
「小さな噴石の落下範囲」については、技術的な問題から提供できておりませんでした。

• 降灰量予測研究の進展や気象庁スーパーコンピュータの更新など、技術的な問題は
改善しつつあることから、平成27年3月より、降灰量や小さな噴石の予測を含めた「新し
い降灰予報（量的降灰予報）」を発表することとしました。

（詳しくは「降灰予報が変わります」リーフレットをご覧ください）

これまでの降灰予報
（H20.3から提供）

新しい降灰予報（量的降灰予報）
（H27.3から提供開始）

新しい降灰予報気象庁
Japan Meteorological Agency

（平成27年３月運用開始）
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